
　

����
�� ���������

�������������
��������	

�����
����
�����

��������	



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������������	


���������������	


�������������	
��

�����������

����������������	


��������

�����������������

�����������������	

��������

������������

��������������

����������������

����������������	


�������������	

������������������	

�����������

��������������

����������������	


���������

�����������������	


��������

����������������	


��������������

����������	

����
����
����
　平成19年度も残すところわずかとな
りました。皆さんの関わりや参加によ
り、本年度の各種行事などがたくさん
行われました。
　平成19年度に開催された本村での各
種行事などをピックアップし、写真を
掲載しながら振り返りましたので、ご
覧ください。
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　知来別在住で漁業を営む稲川志津男さ
んが、このほど、自身の日常会話から北
海道言葉を集めた、『大好き北海道　お
もしいべさ・北海道（北海道の言葉であ
そぶべや）』を自費出版され、村に200
冊の寄贈をされました。稲川さんは、自
身のホームページで北海道弁のコーナー
を作り、北海道のおもしろい言葉を紹介
しており、好評となっていたものを本に
まとめたものです。
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　１月26日、猿払村交流センターを会場
に、『第15回小中学生百人一首大会』が
開催されました。
　村内の小中学生全12チームが参加し、
小学生低学年の部、小学生高学年の部、
中学生の部に分かれて、熱戦が繰り広げ
られました。
　参加チームの子どもたちは、各学校や
愛好会で日頃から練習を重ねており、読
み手に耳を傾け木札を奪い合う様子は、
応援に来ていた父母にも緊張が伝わるほ
どの迫力でした。
　大会の結果は次のとおりです。

���������	

　優勝　ＮＭＫ（知来別小学校）
���������	

　優勝　アンタレス（芦野小学校）
�������

　優勝　野球部（拓心中学校）
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�������     　く　ん（　学　）
な つ き

�������     　ちゃん（孝　明）
ま す み

�������     　ちゃん（雅　博）
あ り さ

�������     　ちゃん（　茂　）
あ か り

�������   　く　ん（　昌　）
たもつ

�����������

�������     　ちゃん（洋　平）
ら い む

�������������

�������     　く　ん（加津也）
と も や

���������������

�������     　ちゃん（浩　二）
ゆ い

���������     　ちゃん（健　一）
さ き

�������     　く　ん（雅　民）
か い と

�������   　ちゃん（寿　幸）
ひかる

�������������

�������     　ちゃん（智　和）
り づ

�������     　く　ん（新　一）
は る き

�������     　く　ん（知　宣）
ま な と

�������     　ちゃん（隆　清）
み ゆ き

�������     　く　ん（信　幸）
た い し

�������     　ちゃん（日出夫）
さ ゆ み

�������������

�������     　く　ん（由起子）
ま さ や

�������     　ちゃん（祐　司）
ほ の か

�������     　ちゃん（智　章）
こ ゆ き

�������     　ちゃん（賢　一）
あ か り

�������     　ちゃん（康　秀）
は も に

�������     　ちゃん（哲　晴）
ち は や

�������     　く　ん（隆　弘）
だ い ち

���������     　ちゃん（淳　司）
ま な

�������     　く　ん（雄　一）
け い す け

�������     　く　ん（愛　孝）
と も き

�������     　く　ん（雅　夫）
こ う す け

�������     　く　ん（　聡　）
る い

�������     　く　ん（　晶　）
こうたろう

�������     　く　ん（英　一）
こ う せ い

�������     　ちゃん（栄次郎）
は る か

�������     　ちゃん（　博　）
み ゆ う

������
��������	
�

�
����� ��

※表の(　)内は保護者名です。
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平
成　

年
４
月
か
ら
、
現
行
の

20

老
人
保
健
制
度
に
か
わ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、　

歳
以
上

75

の
す
べ
て
の
方
と　

歳
以
上
で
一

65

定
の
障
が
い
が
あ
る
と
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
方
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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現
在
の
老
人
医
療
受
給
者
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
に
自
動
的
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

加
入
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
４
月
以
降
に
、　

歳
65

以
上　

歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い

75

が
あ
る
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
す
る
場
合
は
、
役
場
へ
の
申

請
が
必
要
で
す
。
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�
�
�
�
�
�
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保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
が
負
担
能
力
に
応
じ
て
公
平

に
納
め
る
こ
と
に
な
り
、
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
『
均
等
割
額
』

と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

『
所
得
割
額
』
の
合
計
と
な
り
ま

す
【
図
１
】
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
額
は
、
４

月
以
降
に
送
付
す
る
保
険
料
決
定

通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�

　

所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者

は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
は
、

２
年
間
、
所
得
割
額
も
半
額
に
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
は
特
例

20

と
し
て
、
９
月
ま
で
は
保
険
料
が

か
か
ら
ず
、　

月
か
ら
平
成　

年

10

21

３
月
ま
で
は
均
等
割
額
の
１
割
の

負
担
に
な
り
ま
す
。
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保
険
料
の
徴
収
は
、
４
月
か
ら

始
ま
り
、
介
護
保
険
料
と
同
じ
く
、

原
則
と
し
て
、
年
金
か
ら
差
し
引

い
て
納
付
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

年
金
の
年
額
が　

万
円
未
満
の
方

18

な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で

納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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病
院
な
ど
で
医
療
を
受
け
る
と

き
に
提
示
す
る
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
は
、
一
人
１
枚
に
な
り
、

３
月
末
ま
で
に
役
場
か
ら
引
渡
し
、

ま
た
は
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
以
降
に　

歳
に
な
っ
て
被

75

保
険
者
と
な
る
方
に
は
、
誕
生
日

ま
で
に
引
渡
し
、
ま
た
は
送
付
さ

れ
ま
す
。
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病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
自

己
負
担
額
は
、
老
人
保
健
制
度
と

同
じ
く
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１

割
で
す
。
た
だ
し
、
現
役
並
み
所

得
者
は
、
３
割
を
負
担
し
ま
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
同
一

世
帯
に
村
民
税
の
課
税
所
得
が
１

４
５
万
円
以
上
の
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
が
い
る
方
で
す
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

申
請
し
認
定
を
受
け
る
と
１
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

①
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人

の
み
の
場
合
、
被
保
険
者
本
人
の

収
入
の
額
が
３
８
３
万
円
未
満
の

方
。

②
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
２
人

以
上
い
る
場
合
、
被
保
険
者
の
収

入
の
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

の
方
。
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受
け
ら
れ
る
給
付
は
、
老
人
保

健
制
度
や
国
民
健
康
保
険
と
基
本

的
に
同
じ
で
す
。
主
な
給
付
は
、

次
の
と
お
り
で
、
こ
れ
ら
は
、
役

場
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

医
療
と
介
護
の
自
己
負
担
額
が

高
額
に
な
る
方
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
新
た
に
高
額
介
護
合
算

療
養
費
が
加
わ
り
ま
し
た
。

�
�
�
�

　

治
療
用
装
具
を
作
っ
た
と
き
や
、

や
む
を
得
ず
被
保
険
者
証
を
持
た

ず
に
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き

な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

　

１
か
月
の
窓
口
負
担
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
、
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す

【
表
1
】
。
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被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
や
増

進
の
た
め
、
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。
健
診
は
、
お
住
ま
い
の
医

療
機
関
等
で
受
診
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合　

電
話
▼
０
１

１
―
２
９
０
―
５
６
０
１
ま
た
は
、

保
健
福
祉
推
進
課　

電
話
▼
２
―

２
０
４
０
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【図1】
��������	
(平成20・21年度)

　年間保険料　限度額50万円

　均等割額　43,143円(所得の低い世帯
　　　　　　の方は軽減されます)

　所得割額　(前年の所得－33万円)×
　　　　　　9.63％

�

�

��

【表1】��������	
���(月ごと)

�����������������������

８０，１００円＋１％※１
多数該当※２は４４，４００円４４，４００円現役並み所得者

　　　　　　　４４，４００円１２，０００円一　般　の　方
　　　　　　　２４，６００円

　８，０００円
低所得者Ⅱ

村民税非課税世帯
　　　　　　　１５，０００円低所得者Ⅰ

※１『１％』とは、『(医療費総額－267,000)×１％』
※２『多数該当』とは、過去12か月に３回以上の支給を受けた場合の４回目以降の自己負担額

【表2】�������

��������	��������	
���������

医療機関で被保険者証を提示病気やけがの治療を受けたとき療養の給付

村民税非課税世帯の方は事前
に市町村への申請が必要

入院したときの食費入院時食事療養費【表３】

療養病床に入院したときの食費・居住費入院時生活療養費【表３】

申請は不要

利用者の選定による特別の病室の提供などを受け
たとき

保険外併用療養費

訪問看護サービスを受けたとき訪問看護療養費

役場への申請が必要

やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき療　養　費

資格証明書を受けている人が病気やけがの治療を
受けたとき

特別療養費

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき移　送　費

１か月の患者負担が高額になったとき高額療養費

被保険者が死亡し、その方の葬祭を行なったとき葬　祭　費

医療と介護の自己負担額が高額になったとき高額介護合算療養費

【表3】���������	
�����
�	
����������

��������	
��
�

�②に該当する方で、過去１年の
　入院日数が90日を超える場合は、
　１食につき１６０円になります。
　なお、この入院日数には、老人
　医療受給者であった期間に係る
　入院日数を含みます。

��������	����

２６０円①一般の方

２１０円②村民税非課税世帯に属する方で③以外の方

１００円
③村民税非課税世帯に属する方で、年金受給額
　が80万円以下の方及び老齢福祉年金を受給し
　ている方

��������	
��

��①の場合の４６０円は、管理
　　栄養士又は栄養士により栄養
　　管理が行われているなど、一
　　定の要件を満たす保険医療機
　　関の場合の額です。それ以外
　　の場合は、４２０円になりま
　　す。
��左表は、入院医療の必要性の
　　高い方以外の方に係るもので
　　す。

��������	����

（食　費）４６０円
（居住費）３２０円①一般の方

（食　費）２１０円
（居住費）３２０円

②村民税非課税世帯に属する方で、③と④以外
　の方

（食　費）１３０円
（居住費）３２０円

③村民税非課税世帯に属する方で、年金受給額
　が80万円以下の方

（食　費）１００円
（居住費）　　  ０円

④村民税非課税世帯に属する方で、老齢福祉年
　金を受給している方
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
送

っ
て
行
く
た
め
に
、
保
健
師
や
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
連
携
を
取
り
な

が
ら
介
護
・
福
祉
・
医
療
な
ど
の

様
々
な
面
か
ら
の
総
合
的
支
援
を

行
い
、
各
種
事
業
を
実
施
し
ま
す
。
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①
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る

特
定
高
齢
候
補
者
の
選
定
を
し
ま

す
。

②
介
護
予
防
プ
ラ
ン
の
作
成
・
評

価
・
変
更
を
行
い
ま
す
。

③
高
齢
者
等
の
実
態
把
握
（
訪
問

活
動
）

　

満　

歳
に
な
ら
れ
る
方
の
お
宅

70

を
訪
問
し
て
、
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の

交
付
と
健
康
状
態
等
を
お
聞
き
し

ま
す
。
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介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
支
援
計
画

書
の
作
成
・
説
明
・
連
絡
調
整
を

行
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

①
特
定
高
齢
者
に
対
す
る
事
業

・
通
所
型
介
護
予
防
事
業�
機
能

訓
練
教
室
、
個
別
栄
養
指
導

・
訪
問
型
介
護
予
防
事
業�
訪
問

指
導
（
保
健
師
）

②
一
般
高
齢
者
に
対
す
る
事
業

・
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業�
介

護
予
防
教
室
、
栄
養
教
室
、
健
康

教
室
・
健
康
相
談
（
保
健
師
）
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
付

・
任
意
事
業�
介
護
者
の
つ
ど
い
、

認
知
症
講
演
会
、
介
護
用
品
支
給

・
村
単
独
事
業�
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
、

配
食
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
除
雪
、

あ
し
！
腰
！
元
気
教
室
、
緊
急
通

報
電
話
、
外
出
支
援
（
病
院
送

迎
）
、
訪
問
理
美
容

�
�
�
�
�
�

猿
払
村
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

電
話
▼
２
―
２
０
９
０
（
夜
間
・

休
日
の
携
帯
電
話
▼
０
９
０
―
９

５
１
９
―
９
８
６
５
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総
務
省
で
は
、
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
利
用
者
の
ご
意
見

や
ご
要
望
を
幅
広
く
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
、
今
後
の
電
気
通
信
行
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
電
気
通
信

サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま

す
。

�
�
�
�
�

　

北
海
道
内
に
居
住
の
満　

歳
以

20

上
の
方
で
、
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に

関
心
が
あ
る
方
。
（
総
務
省
及
び

電
気
通
信
事
業
者
に
勤
務
経
験
の

あ
る
方
並
び
に
そ
の
ご
家
族
を
除

き
ま
す
。
）

�
�
�
�
�

　

ア
ン
ケ
ー
ト
（
年
２
回
予
定
）

へ
の
回
答
、
モ
ニ
タ
ー
会
議
（
別

途
出
席
を
お
願
い
す
る
方
の
み
）

へ
の
出
席
な
ど

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
６
月
１
日�
か
ら
平

20

成　

年
３
月　

日�
ま
で

21

31

�
�
�
�
�

　

北
海
道
内　

名
80

�
�
�
�
�

　

は
が
き
、
封
書
、
フ
ァ
ッ
ク
ス

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
の
表
題
に

『
モ
ニ
タ
ー
希
望
』
と
記
入
し
、

①
郵
便
番
号
②
住
所
③
氏
名
（
フ

リ
ガ
ナ
）
④
電
話
番
号
⑤
年
齢
⑥

性
別
⑦
職
業
⑧
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
任
意
、
携
帯
電
話
不
可
）
⑨
応

募
の
動
機
（
五
十
字
程
度
）
⑩
募

集
を
知
っ
た
き
っ
か
け
を
明
記
の

上
、
郵
送
ま
た
は
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
個
人
情
報
に
つ
い

て
は
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ

タ
ー
関
係
の
目
的
以
外
に
は
使
用

い
た
し
ま
せ
ん
。

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
３
月
３
日�
か
ら
同

20

年
４
月
４
日�
ま
で
（
当
日
消
印

有
効
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー

ル
は
当
日
受
信
有
効
）
）

�
�
�
�

　

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
及
び
モ
ニ

タ
ー
会
議
出
席
者
の
方
に
謝
礼
金

を
お
支
払
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

本
年
５
月
末
日
ま
で
に
モ
ニ
タ

ー
に
な
っ
て
い
た
だ
く
方
に
の
み

通
知
い
た
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

〒
０
６
０
―
８
７
９
５　

札
幌
市

北
区
北
８
条
西
２
丁
目
１
―
１

北
海
道
総
合
通
信
局　

電
気
通
信

事
業
課　

電
話
▼
０
１
１
―
７
０

９
―
３
９
５
６
（
平
日
８
時　

分
30

〜　

時　

分
、　

時　

分
〜　

時

12

00

13

00

17

　

分
）　

Ｆ
Ａ
Ｘ
▼
０
１
１
―
７

00０
９
―
２
４
８
２　

Ｅ
メ
ー
ル
▼

m
onitor-hokkaido@

rbt.soum
u

.go.jp
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　北海道内で事業を営む使用者及びそ
の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含
む）に適用される北海道（地域別）最
低賃金が次のとおり改正されました。

　★最低賃金

��������
　★効力発生年月日

�����������	

北海道労働局　労働基準監督署（支署）

��

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院

�
�

��������	
��
������
　９:00～猿払村交流センター

�
�

��������
　10:10～知来別方面
���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

��������	
　９:00～拓心中学校
��������
　10:00～狩別・浅茅野方面

��
�

��������
　10:10～鬼志別小・芦野小

��
�

��������	

　10:00～知来別小学校
��������	
�
　10:00～浜鬼志別小学校

��
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

��������	

�９:30～鬼志別小学校

��
�

��������	

�10:00～浅茅野小学校

��
�

���������
�10:30～芦野小学校

��
�

��������	
　14:00～国民健康保険病院

��
�

���������
�11:00～保健福祉総合センター

��
�

�������
�11:00～保健福祉総合センター

��
�

��
���������

����������
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���
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平
成　

年
５
月
１
日
か
ら
、
た

20

ば
こ
を
自
動
販
売
機
で
購
入
す
る

際
、
成
人
識
別
を
す
る
た
め
の
カ

ー
ド
『
ｔ
ａ
ｓ
ｐ
ｏ
』
（
タ
ス

ポ
）
が
無
け
れ
ば
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
請
は
い
た
っ
て
簡
単
で
す
。

申
込
用
紙
（
お
近
く
の
た
ば
こ
店

に
有
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
写
真
（
パ
ス
ポ
ー
ト
サ

イ
ズ
）
を
貼
付
、
本
人
証
明
（
免

許
証
等
の
コ
ピ
ー
）
を
同
封
の
上
、

申
込
書
に
同
封
の
封
筒
で
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
た
ば
こ
協
会
が
４
月
８

日�
に
猿
払
村
役
場
に
て
、
写
真

撮
影
と
証
明
書
の
コ
ピ
ー
（
い
ず

れ
も
無
料
）
、
申
込
書
記
入
援
助

の
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
証
明
書
等
、

詳
細
に
つ
い
て
は
、
ｔ
ａ
ｓ
ｐ
ｏ

ダ
イ
ヤ
ル
▼
０
１
２
０
―
２
２
２

―
１
８
０
か
、
お
近
く
の
た
ば
こ

販
売
店
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

未
成
年
者
喫
煙
防
止
推
進
に
ご

協
力
お
願
い
し
ま
す
。
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一
人
乗
り
小
型
漁
船
で
の
船
外

転
落
事
故
が
多
発
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶

操
縦
者
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
、

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、
携
帯

20

電
話
等
連
絡
手
段
の
確
保
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
航
行
中
か
つ
漁

ろ
う
中
の
小
型
漁
船
に
１
人
で
乗

船
さ
れ
る
方
に
は
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
の
着
用
が
義
務
付
け
と
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、
６
ヶ

月
以
内
の
免
許
停
止
等
の
処
分
の

対
象
と
な
り
、
再
教
育
講
習
を
受

講
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

不
慮
の
事
故
に
備
え
、
漁
ろ
う

中
に
限
ら
ず
、
日
常
か
ら
ラ
イ
フ

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
を
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。

国
土
交
通
省
海
事
局
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
▼http://

w
w
w
.m
lit.go.jp/m

aritim
e/lifej

acket/index.htm
l

�
�
�
�
�
�

北
海
道
運
輸
局
旭
川
運
輸
支
局

海
事
担
当　

電
話
▼
０
１
６
２
―

２
３
―
５
０
４
７



���

　ご質問のございました学校の選択に関
しましては、学校教育法施行令第８条に
より、「教育委員会は、相当と認めると
きは、保護者の申立により、指定した小
学校又は中学校を変更することができ
る」とされております。このため、本村
におきましては、既に中学校が１校とな
っていることから、小学校における「就
学校の変更による基準」を設け、文部科
学省からの通知などを参考としながら、
就学校の変更が相当と認める３つの要件
を次ぎのとおり定めております。

　①地理的な理由による場合
　②身体的または健康上の理由による
　　場合
　③いじめなどの教育的配慮が必要な
　　場合

　この３つの要件のいずれかに該当する
ときは、本村におきましても、就学時
（小学校入学時）もしくは就学後（小学
校在学中）に就学校の変更の申立ができ
ることとなっております。
　就学校の指定の判断基準とするため、
あらかじめ村立学校の通学区域を定めて
おりますが、これは就学校の指定が恣意

的に行われたり、保護者にいたずらに不
公平感を与えたりすることのないように
することなどを目的として、道路や河川
等の地理的状況、地域社会がつくられて
きた長い歴史的経緯や住民感情等それぞ
れの地域の実態を踏まえ、設定している
ものであります。また、子どもの行動範
囲や適切な人間関係の確立を考えた場合、
居住地としての集落のまとまりも通学区
域決定の大きな要素であると考えます。
　また、本村の現状を考えた場合、自由
な学校選択制の導入は、適切な学校運営
を阻害する要因となることが予想され、
過当な競争意識から学校間や地域間に大
きな格差が生じるおそれがあるとともに、
地域の皆さんの交流の場でもある学校の
存在を危うくすることにもつながりかね
ないと考えております。
　教育委員会におきましては、児童生徒
の望ましい教育環境の整備や、確かな学
力を育む学校教育の充実に向け、日々検
討を行っているところですが、宅地の分
譲や村営住宅の拡充などの施策との関連
を視野に入れた学校選択制を検討するに
は、今しばらく時間が必要であると考え
ますので、よろしくご理解を願います。
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　除雪について、今年も駅前の歩道に雪
を捨てる。車を歩道に止める！スピード
を出しすぎる若者がいる。事故があった
ら大変です。何とかならないかと思う。
　除雪で人の家の前に投げるのを止めて
もらいたいと思う。

��������	
��
�
�����

　鬼志別バスターミナル前の道道（商店
街）の除雪の件につきましては、広報さ
るふつ２月号でもお答えしたとおり、歩
道に雪を堆積している状況でしたので、
周辺住民の方への協力依頼を行い、現在
は改善されている状況です。
　村としては、この場所に限らず住民の
皆さんにご迷惑のないよう、パトロール
を強化して対応したいと考えております。
　これまでも、村は交通安全に関しては
様々な取り組み�を行ってきてはおりま
すが、車両の走行につきましては、運転
手のモラルが問われる問題でもあります
ので、皆さんの日常からの交通安全に対
する意識の向上につきまして、今後とも、
よろしくお願いいたします。

��������	
��
��
��������

　現在、村の土地は大変少なく、家を建
てるにしても土地を選べるような状況に
ありません。
　そこで、小学校の選択制を導入して頂
きたいと思います。保護者の職場の都合
や、特別な理由がある場合のみ許可する
というものでも構わないので、検討して
もらえないでしょうか。これからどんど
ん新しく家を建てられる漁師さん等、土
地が無いので、鬼志別に建てるしかない
なぁと考えておられる方もいます。
　また、どのみち拓心中学校で同級生に
なるのだから、小学校を選ぶ権利があっ
てもいいと思います。何故、導入されな
いのか不思議です。
　現在の村営住宅の状況、土地の状況な
どに照し合わせて、制度は変えていくべ
きです。

�交通安全対策として、緊急車両・歩
行者等の通行に妨げとなることから
『歩道・交差点付近への駐車禁止のお
願い』を記した看板を猿払村交通安全
協会名で２箇所設置し、更に鬼志別自
治会南区・商工会を通じ周知の要請を
行っています。
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　３月といえば真っ先に思い浮かべるのは何
ですか？私はひな祭りが思い浮かびました。
そこで、ネットでひな祭りのルーツを調べると、

雛まつりのルーツは上巳の節句です。上巳（じょうし
／じょうみ）とは３月上旬の巳の日という意味で、の
ちに日付が変動しないよう３月３日となりました。そ
の起源は３百年頃の古代中国で起こった上巳節にさか
のぼります。
　女の子がいる家庭では雛人形を飾っていることと思
いますが、これから女の子が生まれて、来年以降、雛人
形を買う方もおられることと思います。最近はインタ
ーネットでの購入も多くなっているようですが、ネッ
トで買う場合にはおとり商法に気をつけてください。
　ネット上では極端に安い金額をつけておいて、クリ
ックすると『完売』の表示となる例が多く見受けられ
ます。誠に悪質なネットビジネス（おとり商法）です
ので、ご注意ください。インターネットの時代になっ
てから、このようなお店が増えました。（このような
商法は雛人形に限らず他の製品にも言えますので、ご
注意ください。）　　　　　　　　　　　　　　サトウ
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